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■ テーマ名
近代ドイツ公法学における王位継承・王室法解釈学の展開

■ キーワード
比較法、法制史、公法学

■ 研究の概要
　近代ドイツの公法学説については汗牛充棟の研究が蓄積されていますが、王位継承・王室法の
諸問題に関する法解釈論の検討はこれまで余り行われてこなかったように思われます。しかし、
考えてみれば、1918 年までドイツ地域に存在した国家は一部の共和制都市を除いてすべてが世襲
君主制国家でしたし、政治的事件としても王位継承紛争や王統断絶による国家の分割、君主の廃
位など、さまざまな問題が噴出していました。王室内部における法的紛争も少なくありません。
こうした状況において、公法学は王位継承・王室法の諸問題に対処することを少なからず迫られ
たはずです。
　実は、近代ドイツ公法学の特徴的学説とされる国家法人説・君主機関説は、王位継承にまつわ
る諸問題に対応する中で形成されてきた理論であったことが、本研究を通じて明らかになってき
ました。例えば、伝統的に王位継承は家産（レーエン及び家族世襲財産）の相続法の理屈で把握
されてきましたが、家産相続法には先の家産保有者の処分行為が相続人をどの程度に拘束するか
という議論が含まれています。これを憲法制定行為に当てはめると、王位を継承した新国王は先
王による欽定憲法に拘束されず、これを自由に廃止できるということにもなりかねません。こう
した事態（ハノーファーの事例！）に鑑みて、国家法人説は国家という抽象的人格を統治権の主
体とすることで、憲法制度から家産的理屈を排除するという意義をもったわけです。しかし当初
は家産的権利を「統治権の行使権」（王位継承権）に縮減するという構成がとられたために、国
家の立法権と王位継承権の関係はその後の公法学の論点として残り続けました。王室が伝統的に
もつとされた自律権（Autonomie）やそれに基づく王室家憲（Hausgesetze）なども関連して研
究され、実に多彩な議論が繰り広げられていきます。本研究では時代の変化に埋もれた議論を一
つずつ掘り返しています（本研究は JSPS 科研費 19K13487（若手研究）の助成を受けたものです）。

■ 他の研究／技術との相違点
　王位継承・王室法の諸問題はドイツ公法学の論点ではもはやありませんから、法学史研究にお
いても余りとりあげられてきませんでした。これに対し、本研究は近代ドイツ公法学の歴史的展
開を「世襲君主制」という国制的与件との関係から捉えなおすことを試みています。

■ 今後の展開、実用化へのイメージ
　「世襲君主制」の問題性は、もちろんわが国の皇位継承・皇室制度についても当て嵌ります。
ドイツ公法学の諸理論を摂取してきた戦前期の憲法学が皇室典範・皇室法をどのように解釈した
のかを明らかにすることは、現行皇室典範及び「生前退位」以後のわが皇室制度を考えるための
格好の素材を提供するように思われます。

■ 関連業績（特許・文献）
藤川直樹『王統と国家 ― 近代ドイツ公法学における〈君侯法〉の展開』（弘文堂、2023 年）

■ 研究者から一言
　2023 年春に神戸学院大学法学研究叢書の一冊として拙著が刊行され、本テーマは一応の完成を
見ることとなりました。応用編として行った明治皇室典範のもとにおける皇室法解釈論の分析に
ついては、漸次成果を取り纏め、公表しつつあります。

神戸学院大学　法学部
	 法律学科
教授　藤川　直樹（FUJIKAWA Naoki） 医
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